
本稿のポジション・ペーパーの３つの記載例
は，ライセンスの供与を含む一連の取引を対象
としている（企業会計基準適用指針第30号「収
益認識に関する会計基準の適用指針」（以下「収
益認識適用指針」という。）［設例６－１］［設
例15］および［設例23］をもとに筆者が作成）。
なお，本文中，意見にわたる部分は筆者の私見
である。

Ⅰ �ポジション・ペーパーの記載例①

――ライセンスの供与

１　対象取引の概要（図表１）
（特徴）
ライセンスとは，企業の知的財産に対する顧
客の権利を定めるものである（収益認識適用指
針61項）。
ライセンスの供与は，企業が知的財産を所有
したまま，その知的財産を顧客に使用させるこ
とを許諾して対価を得ることが，その本質であ
る。また，対象が知的財産，つまり，有形物で
はなく，無形資産であるライセンス契約は，契
約内容については当事者間で自由に決定される。
その結果，複数の取引要素からなる複合取引と
して成立する場合がある。そうすると，ライセ
ンスの供与（アクセス権か，または使用権かの
判定）だけでなく，別個の財またはサービスか
否かの判定や取引価格の配分のための独立販売
価格の算定等の他の論点を伴うことになる。

（類似取引）
収益認識適用指針143項では，ライセンスに
関する知的財産の例（⑴ソフトウェアおよび技
術，⑵動画，音楽および他の形態のメディア・
エンターテインメント，⑶フランチャイズ，⑷
特許権，商標権および著作権）が示されている
が，「知的財産」とそれに対する「ライセンス」
を明瞭に区分することが，ライセンスの供与の
会計処理を理解するうえでのポイントである。

２　５つのステップの該当する論点
ステップ 当該取引の論点 備考

１ 顧客との契約を識
別する

上記「１．対象取引の
概要」参照

―

２ 契約における履行
義務を識別する

別個の財またはサービ
スか否かの判定

記載例
②参照

（特定の状況または取
引における取扱い）
ライセンスの供与に関
する A社の約束の性
質が，アクセス権か使
用権かの判定

主要論
点

３ 取引価格を算定す
る

契約上の取引価格は合
計190千円

―

４ 契約における履行
義務に取引価格を
配分する

独立販売価格による取
引価格の配分（「独立販
売価格の見積り」と「値
引きの配分」を含む）

記載例
③参照

５ 履行義務を充足す
るにつれてまたは
充足した時に収益
を認識する

一定の期間にわたり，
または一時点で充足さ
れる履行義務の判定

第２回
③と第
４回参
照

４つのサービスについて，別個の財またはサ
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ライセンスの供与と基本論点
第➌回

回 内容（第4回以降は予定）
第1回 変動対価 第3回 ライセンスの供与と基本論点 第5回 まとめ

第2回 契約変更と一定の期間にわたり充足される履行義務 第4回 有償支給と出荷基準



ービスであると判断しており（記載例②参照），
特定のサービスへの値引きの配分を行った後で，
残余アプローチにより独立販売価格を算定して
いる（記載例③）。これらの検討結果を受けて，
記載例①の主要論点はソフトウェア・ライセン
スの移転の性質の判定である。

３　従来の基準または実務
従来，わが国では市場販売目的のソフトウェ
アに関する会計処理の定めはあったが，その他
の知的財産のライセンス契約に関する一般的な
会計基準の定めはなかった。

４　収益認識基準の規定と検討ステップ 
（図表２および図表３）
他の財またはサービスと一緒にライセンスが
供与される場合，まず，ライセンス供与の約束
が，別個の財またはサービスか否かを検討する
（収益認識適用指針61項，記載例②参照）。そし
て，別個の財またはサービスの場合，アクセス
権を提供するものであるか否かを，収益認識適
用指針63項の３要件にしたがって判定する。特
に，「知的財産」に著しい影響を与える活動を

企業が行うことが，契約により定められている
か，または顧客により合理的に期待されている
か（収益認識適用指針63項⑴）の確認が重要で
ある。３要件をすべて満たす場合は，収益認識
適用指針62項⑴により，ライセンス期間にわた
り存在する「知的財産」へのアクセス権の提供
として処理し，そうでなければ，収益認識適用
指針64項，62項⑵に基づき，その時点で存在す
る企業の「知的財産」を使用する権利の提供と
して処理する。
なお，「アクセス権を提供するものであるか
否か」の判定の構造は，「一定の期間にわたり
充足する履行義務か否か」の判定と類似してい
るため，第２回図表６を参照する。

５　代替的な取扱い
該当なし

６　結　論
当社のソフトウェア・ライセンスの移転に関
する約束の性質は，使用権であると判定した。
したがって，一時点で充足される履行義務とし
て処理する。

〔図表１〕取引概要図（ライセンスの供与）

サービスの種類 サービスの特徴 独立販売
価格 備考

⑴�　ソフトウェア・
ライセンスの移転

╴ �A 社のソフトウェア（知的財産）に対するB社
の権利を定めるもの（ライセンス）の移転 100千円 独立販売価格が直接観察可

能（実績あり）

⑵�　インストール・
サービス

╴ソフトウェアを著しく修正するものではない
╴ �利用者の使用目的に応じてウェブで画面を変更
╴ �同業他社も日常的に実施

15千円から
45千円

様々な顧客に幅広い価格帯
で提供している

⑶�　ソフトウェア・
アップデート ╴ �期間は２年提供

╴ �アップデートやテクニカル・サポートがなくて
もソフトウェアは機能し続ける

55千円 通常，組み合わせて提供
（60千円）しており，値引き
（▲40千円）について直接観
察可能（実績あり）

⑷�　テクニカル・サ
ポート 45千円

ソフトウェア・ライセンスの移転
および関連サービス契約

ソフトウェア
（知的財産）

ライセンス（※）

• ４つのサービスを独立して提供
• �契約上の取引価格は，合計190千円�
（サービスごとに区分されていない）
※�　A社のソフトウェア（知的財産）�
に対するB社の権利を定めるもの

B社
顧客

A社
当社（ソフトウェア開発業者）
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７　具体的な会計処理
⑴　支配移転の時点における仕訳

（単位：千円）
①　ソフトウェア・ライセンスの移転
（借）売掛金 100（貸）売上高 100
②　インストール・サービス
（借）売掛金 30（貸）売上高 30
③　ソフトウェア・アップデート
（借）売掛金 33（貸）売上高 33

⑵　テクニカル・サポートが提供される期間に
わたる仕訳
①　テクニカル・サポート
（借）売掛金 27（貸）売上高 27

８　会計処理のため必要になる情報等
契約内容およびソフトウェア（知的財産）に
対する当社の活動の有無とある場合の内容が必
要となる。

９　財務報告上の業務（サブ）プロセス
市場販売目的のソフトウェアのライセンス供
与は，各ソフトウェアについて，使用権かアク
セス権かを判定して，判定結果を継続的に適用

すれば済む。したがって，財務報告上の業務
（サブ）プロセスは追加しない。また「10．リ
スクの分析と評価」「11．高リスクの根拠」お
よび「12．内部統制の構築とキーコントロール
の選定」の記載も省略する。
ただし，ライセンスの供与に関連する「別個
の財またはサービスか否かの判定」および「独
立販売価格による取引価格の配分」のリスクと
内部統制については，記載例②および③を参照
のこと。

Ⅱ �ポジション・ペーパーの記載例②�

――別個の財またはサービスか否かの判定

「対象取引の概要」「５つのステップの該当す
る論点」「従来の基準または実務」および「具
体的な会計処理」は，記載例①を参照する。次
の記載例③も同様である。

１　収益認識基準の規定と検討ステップ 
（図表４および図表５）
別個の財またはサービスか否かの判定は，履
行義務の識別，つまり顧客へ何の移転を約束す
る履行義務なのかとその移転パターン（複数あ

〔図表２〕ライセンス供与の会計処理の判定ステップ（イメージ）
収益認識適用指針61項
ライセンス供与の約束が
別個の財またはサービスか

NO

収益認識適用指針63項⑴⑵⑶
アクセス権の３要件をいずれも
満たすか

NO

収益認識適用指針64項３要件のいずれかに該当しない場合
収益認識適用指針62項⑵
その時点で存在する企業の「知的財産」を使用する権利の提供として処理
（一時点）

収益認識適用指針62項⑴
ライセンス期間にわたり存在す
る「知的財産」へのアクセス権
の提供として処理（一定の期間）

収益認識会計基準34項
⑴⑵
収益認識適用指針５項，６項
別個の財またはサービスか
否かの判定ステップ
（本稿記載例②参照）

収益認識会計基準38項⑴⑵⑶①②
一定の期間にわたり，または一時点で充足される履行義務の判定（第２回記載例②参照）

収益認識適用指針65項⑴⑵
「知的財産」に著しい影響を
与える２つの活動例

束ねられた単一の履行義務において，ライセンスの供与が主要な履行義務の場合は，上記収益認識適用指針63項
⑴⑵⑶の判定へ

NO

YES YES
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別個の財またはサービス（記載例②参照）

収益認識会計基準34項⑴⑵
収益認識適用指針５項，６項

別個の財またはサービスか否
か

４つのサービスは，別個のサービスであると判
断した。

ライセンスの供与がアクセス権か，または使用権かの判定（主要論点）

収益認識適用指針63項 アクセス権の３要件
いずれも満たすか

アクセス権の３要件を満たさないため，ライセ
ンスを移転するＡ社の約束の性質は，一時点で存
在するＡ社の知的財産を使用する権利を提供する
ことであると結論づけた。

⑴「知的財産」に著しい影響
を与える企業の活動

Ａ社は，ソフトウェア・アップデートおよびテ
クニカル・サポートとは別に，ソフトウェアに著
しく影響を与える活動を自ら行うことは，契約上
も定められておらず，Ｂ社も合理的に期待してい
ないと結論づけた。
また，ライセンスが関係するソフトウェアは重
要な単独の機能を有しており，当該63項の要件を
満たさないと結論づけた。

⑵企業の活動による顧客への
直接的な影響

⑴を満たさないため，該当なし。

⑶企業の活動の結果として，
財・サービスの顧客への移転
なし

⑴を満たさないため，該当なし。
なお，ソフトウェア・アップデートは，Ｂ社へ
の追加的な財またはサービスの移転を生じさせる
ものであるため考慮対象外（別個の履行義務。記
載例③参照）。

収益認識適用指針65項 「知的財産」に著しい影響を与
える２つの活動例

⑴⑵のいずれも該当しないと判断した。

⑴知的財産の形態・機能の著
しい変化

別個の財またはサービスであると判定した，そ
の他の付随サービス以外に，ライセンス期間中に
ソフトウェアの機能を変化させる活動を行う義務
を契約上も黙示的にも負っていない。

⑵顧客の便益享受能力の付
与・依存

当該ソフトウェアは，ソフトウェア・アップデ
ートおよびテクニカル・サポートがなくても機能
するため，Ｂ社が当該ソフトウェアの便益を享受
する能力は，実質的にＡ社の継続的な活動から得
られるものではなく，Ａ社の活動に依存するもの
でもない。

取引価格の配分（記載例③参照）

収益認識会計基準68項，69
項，70項，71項⑴⑵⑶
収益認識適用指針31項⑴⑵
⑶，33項

�値引きの配分（特定の履行
義務への配分）

�独立販売価格の見積り

特定のサービスへの値引きの配分を行った後
で，残余アプローチにより独立販売価格を見積
り，４つのサービスに取引価格（190千円）の配
分を行った。
⑴ソフトウェア・ライセンスの移転（100千円）
⑵インストール・サービス（30千円）
⑶ソフトウェア・アップデート（33千円）
⑷テクニカル・サポート（27千円）

一定の期間にわたり，または一時点で充足される履行義務の判定（第２回記載例②および第４回参照）

収益認識会計基準38項⑴⑵⑶
①②
収益認識適用指針９～13項
収益認識会計基準39項，40
項，37項

テクニカル・サポートは「一定の期間」，その
他はすべて「一時点」と判定した。
なお，一時点に関しては「支配移転の時点」の
決定が，一定の期間に関しては進捗度の見積り
が，必要になる。
また，ソフトウェア・ライセンスの移転に関し
ては，ライセンス期間の開始にかかわらず，コー
ド提供後，顧客が便益を享受できるようになって
から収益を認識する（収益認識適用指針147項）。

〔図表３〕ライセンスの供与に関する一連の具体的な検討内容
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るが同じか，別個か，あるいは単一か）に関連
させると理解しやすい。なお，「履行義務」とは，
顧客との契約において，⑴別個の財またはサー
ビス（あるいは別個の財またはサービスの束），
または⑵一連の別個の財またはサービス（特性
が実質的に同じであり，顧客への移転パターン
が同じである複数の財またはサービス）のいず
れかを顧客に移転する約束をいう（企業会計基
準第29号「収益認識に関する会計基準」（以下「収
益認識会計基準」という。）７項（下線は筆者））。
類似しているが，収益認識上の扱いが異なる
概念が登場するため留意する。各自，図表４で
それぞれの相違を確認されたい。

２　代替的な取扱い
顧客との契約の観点で重要性が乏しい場合の
履行義務の識別の取扱い（収益認識適用指針93
項，166項）が定められている。なお，定量的
および定性的な性質を考慮し，契約全体におけ
る相対的な重要性を検討する。
また，契約に基づく収益認識の単位および取
引価格の配分（収益認識適用指針101項，174
項）も定められている。ただし，実質的な取引
の単位であり，独立販売価格と著しく異ならな
いと認められることが必要である。

３　結　論
契約における４つの財またはサービスのそれ
ぞれについて，履行義務を識別する。

４　会計処理のため必要になる情報等
別個の財またはサービスか否かの判定には，
契約内容，取引実態，他の財またはサービスと
の関係性に関する情報が必要になる。

５　財務報告上の業務（サブ）プロセス
既存取引については，判定結果を継続的に適
用すれば済むため，新規取引に対して，新規ビ
ジネス検討プロセスを追加で構築する。
当該プロセスでは，ビジネスモデルや契約内
容の検討プロジェクトが立ち上がり（企画），
契約書ひな型のドラフト作成等の一定の段階で
必要事項が検討され（判定），営業部門等の責
任者の承認を得て経理部門に判定結果等を報告
し（報告），そして経理部門での検討（会計監
査人への相談・確認も含む）を経て，会計処理
が決定される（決定）。

６　リスクの分析と評価
不正リスクとして「収益認識の単位（履行義
務の識別），金額およびタイミングの複合的な
操作」，誤謬リスクとして，「新規取引について
履行義務の識別を誤るリスク」があり，前者は
高リスクと判断する。

７　高リスクの根拠
不正リスクについては，記載例③を参照のこ
と。なお，新規取引は，既存取引よりも誤謬リ
スクは高いが，履行義務の識別の誤りが，会計

〔図表４〕別個の財またはサービスか否かの判定ステップ（イメージ）
別個の財またはサービスか否かの判定

（履行義務の識別を含む）
顧客への
移転パターン

別個の財
または
サービス

（複数の財
または
サービス）

別個の財またはサービスではない

収益認識会計
基準34項⑵
収益認識適用
指針６項
契約の観点で別個
のものとなるか

別個の財またはサービスの束

一連の別個
の財または
サービス

収益認識会計基準
33項⑴⑵
いずれも満たすか

複数の履行
義務である
が，同じ

別個複数の履行義務

単一単一の履行義務

収益認識会計
基準34項⑴
収益認識適用
指針５項
別個のものとなる
可能性があるか

YES

NO NO

NO

YES
YES
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処理の誤りに直結するわけではないので，高リ
スクとはしない。

８　内部統制の構築とキーコントロールの選定
【記載上の留意点】
既存取引の検討内容について，契約書に反映
できる事項はひな型の改訂を行う（定型化）。
また，契約書ひな型の修正，条項の追加および
相手先契約書の利用等に対する検討手続を構築
する（非定型的要素の特定と対応）。なお，キ
ーコントロールの選定については，記載例③を
参照のこと。

Ⅲ �ポジション・ペーパーの記載例③�

――独立販売価格による取引価格の配分

１　収益認識基準の規定と検討ステップ 
（図表６および図表７）
独立価格による取引価格の配分は，１つの契
約の中に複数の履行義務が識別された場合に論
点になる。独立販売価格とは，財またはサービ
スを独立して企業が顧客に販売する場合の価格
をいい（収益認識会計基準９項），契約におけ
る取引開始日で算定する（収益認識会計基準68

〔図表５〕別個の財またはサービスか否かに関する具体的な検討内容
別個のものとなる可能性があるか

収益認識会計基準34項⑴ 顧客の便益享受の可能性 Ｂ社が財またはサービスのそれぞれから単独で
あるいはＢ社が容易に利用できる他の資源と組み
合わせて便益を享受できると判断した。

収益認識適用指針５項 ⑴または⑵のいずれかに該当
するか

それぞれのサービスが⑴または⑵を満たすと判
断した。

⑴使用，消費，あるいは（廃
棄における回収額より高い金
額での）売却

ソフトウェアは他の財またはサービスが提供さ
れる前に引き渡され，ソフトウェア・アップデー
トやテクニカル・サポートがなくても機能し続け
る（Ｂ社は使用できる）。

⑵（経済的便益を生じさせ
る）⑴以外の方法による保有

Ｂ社は契約における取引開始日に移転されるソ
フトウェア・ライセンスと組み合わせることによ
り，その後のソフトウェア・アップデートから便
益を享受できる。

契約の観点で別個のものとなるか，あるいは「別個の財またはサービスの束」として束ねられるか

収益認識会計基準34項⑵ 契約に含まれる他の約束（履
行義務）と区分して識別でき
るか

収益認識会計基準34項⑵の要件が満たされると
判断した。

収益認識適用指針６項 当該約束の性質が，契約にお
いて，財・サービスのそれぞ
れを個々に移転するものか，
あるいは，財・サービスをイ
ンプットとして使用した結果
生じる結合後のアウトプット
を移転するものか

インストール・サービスは，同業他社から日常
的に購入することができるものであり，ソフトウ
ェア・ライセンスを使用して便益を享受する能力
に著しい影響を与えない。
ソフトウェア・アップデートは，ライセンス期
間中にソフトウェア・ライセンスを使用して便益
を享受する能力に著しい影響を与えない。

複数の約束が区分して識別できないことを示す３つの要因の例示

⑴「財・サービスの束に統合する重要なサービスの提供」は，該当なし。

⑵「財・サービス間で著しく修正・顧客仕様にする（される）」は，該当なし。

⑶当初のソフトウェア・ライセンスを移転する約束を，その後にその他のサービ
スを提供する約束と独立して履行することができ，かつ，ソフトウェアとその他
のサービスは互いに著しい影響を与えないため，「相互依存性および相互関連性」
は高くない。
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項）。
直接観察できない場合には，見積る必要があ
る（収益認識会計基準69項）。「最善の見積り」
が行えない場合の見積り方法は，３つ例示され
ているが，販売市場を評価して顧客の支払見込
価格を見積るアプローチ，または積上げ見積り
コストに利益を加算したアプローチが原則であ
る（収益認識会計基準146項，収益認識適用指
針31項）。１つの契約の中に複数の別個の財ま
たはサービスが存在する場合，原則的アプロー
チが採用できない財またはサービスに関しては，
例外的に残余アプローチをとりうる。なお，１
つの契約の中に含まれる別個の財またはサービ
スの独立販売価格の合計が，契約上の取引価格
を超過する場合は，値引きの配分の論点が生じ
る（収益認識会計基準70項，71項，収益認識適
用指針33項参照）。

２　代替的な取扱い
付随的で重要性が乏しい財またはサービスに
対する残余アプローチの使用（収益認識適用指
針100項，173項）が規定されている。

また，収益認識適用指針101項，174項につい
て，記載例②を参照すること。

３　結　論
図表３の「取引価格の配分」を参照のこと。

４　会計処理のため必要になる情報等
該当する財またはサービスの販売実績値およ
び値引き実績値が必要になる。
なお，独立販売価格の見積りについては，こ
れらに加え，たとえば以下の情報が必要になる。

見積り方法 必要になる情報（例）
調整後市場評価
アプローチ

�競合他社の類似の財またはサ
ービスの実績値および値引き
実績値

�市場環境分析データ
予想コスト利益
加算アプローチ

�実行予算データ
�利益管理データ
�販売促進データ

共通 ��見積り・実績値の比較検証デ
ータ

�財またはサービス別の粗利益
率分析データ

〔図表６〕独立販売価格の算定ステップ（イメージ）

収益認識会計基準68項
契約における取引開始日の価格を算定する

収益認識会計基準69項
直接観察できない場合には，見積る。*

収益認識適用指新31項⑴⑵⑶①②
独立販売価格の見積り方法の例示

独立販売価格
による取引価格
の配分

値引きの配分
1つの契約の中の別個の財またはサービスの独立販売価格の合計が，契約上の取引価格を超過する場合
＜原則＞収益認識会計基準70項
すべての履行義務に比例的に配分する
＜例外＞収益認識会計基準71項
　3つの要件すべて満たす場合には，契約における履行義務のうち１つまたは複数（ただし，すべてではない）に配分する
　なお，この場合には，当該値引きを配分した後に，残余アプローチを適用する（収益認識適用指針33項）

*市場の状況，企業固有の要因，顧客に関する情報等，
合理的に入手できるすべての情報を考慮し，観察可能
な入力数値を最大限利用して見積る

変動対価の特定の履行義務への配分
収益認識会計基準72項⑴⑵，73項
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〔図表７〕独立販売価格による取引価格の配分に関する具体的な検討内容
独立販売価格の算定

収益認識会計基準68項 独立販売価格の算定時点 契約における取引開始日の観察可能な独立販売
価格は，図表１のとおり。

独立販売価格の見積り

収益認識会計基準69項 「最善の見積り」と見積り方法
の首尾一貫性

インストール・サービスについて独立販売価格
を見積る必要がある。

収益認識適用指針31項 独立販売価格の見積り方法の
例示

様々な顧客に幅広い価格帯で提供している（15
千円から45千円）ため，残余アプローチで見積る。
なお，値引きが行われているため，値引きの反
映と見積りの順序に留意する。⑴調整後市場評価アプローチ

⑵予想コスト利益加算アプロ
ーチ

⑶残余アプローチ
典型的な独立販売価格が識別
できず，販売価格が大きく変
動
販売価格が未確定

値引きの配分

収益認識会計基準70項 ＜原則＞比例配分 ＜原則＞ではなく，＜例外＞を採用。

収益認識会計基準71項 ＜例外＞３つの要件のいずれ
も満たす場合は，特定配分

ソフトウェア・ライセンスの移転を100千円で
販売しているため，特定の財・サービスに値引き
を配分すべき観察可能な証拠がある。

⑴通常，単独販売 観察可能なそれぞれの独立販売価格がある（図
表１参照）。

⑵⑴の一部を束にしたものに
ついても，通常，独立販売価
格の合計から値引きを実施

通常，ソフトウェア・アップデートとテクニカ
ル・サポートを組み合わせて60千円で販売する。

⑶⑵の値引きが，当該契約の
値引きとほぼ同額

値引きをソフトウェア・アップデートとテクニ
カル・サポートに配分し，残余アプローチを用い
て算定したインストール・サービスの見積り額30
千円が，その独立販売価格に近似しているため，
充足するとみなす。

収益認識適用指針33項 特定配分を行う場合で，残余アプローチを用いる場合

サービス 独立販売価格 方法
ソフトウェア・ライセンスの
移転

100千円 直接観察可能

ソフトウェア・アップデート
およびテクニカル・サポート

60千円 値引きについて直接観察可能

インストール・サービス 30千円 残余アプローチ
合計 190千円

ソフトウェア・アップデート33千円
＝55÷独立販売価格の合計100×60千円
テクニカル・サポート27千円
＝45÷独立販売価格の合計100×60千円
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５　財務報告上の業務（サブ）プロセス
上記の情報を得るため，提案・価格設定プロ
セス，販売促進プロセス，実行予算策定プロセ
ス，利益管理プロセスおよび日常的モニタリン
グ（粗利益率分析）プロセス等を構築する。
なお，すでに財務報告上の業務（サブ）プロ
セスとしている場合でも，上記の情報等の収集
や下記の財務報告上のリスクと内部統制の観点
で，適宜，独立販売価格算定・検証のためのサ
ブ・プロセスを追加する。

６　リスクの分析と評価
不正リスクは記載例②を参照。誤謬リスクに
は，「情報の入手漏れによる不十分な「仮定」
の立案等による見積り誤り」がある。ともに高
リスクと判断する。

７　高リスクの根拠
会計基準導入に伴うリスク，すなわち，収益
認識の５つの判定ステップに起因するリスクが
新たに生じる。収益認識の単位（ステップ１お
よび２）については，判定を定型化しやすく
（記載例①②），誤った場合でも会計処理の誤り
に直結しない（記載例②）。一方，価格（ステ
ップ３および４）およびタイミング（ステップ
５）については，特に見積りの要素（変動対価
（第１回），独立販売価格（第３回），進捗度（第
２回記載例①））が存在するため，定型化が難
しい場合があり，相対的にリスクが高い。　
また，５つの判定ステップの関係の意図的な
操作による不正リスクについても留意が必要で
ある。たとえば，収益認識のタイミングが異な
る別個の財またはサービスについて，タイミン
グの早いほうに意図的に束ねて収益認識の早期
化を図ったり，あるいは，タイミングが早いほ
うの独立販売価格を恣意的に多額に算定して，
収益認識額の早期化を図ったりするといった手

段が考えられる。５つのステップにおける判断
の積み重ねにより収益認識の会計処理は実施さ
れ，また，その必要情報等は，営業部門等から
経理部門に提供される場合が多いが，一般に営
業部門等は売上高の多寡に重要な利害関係を有
する。したがって，上記の不正・誤謬リスクは，
ともに高リスクと判断した。

８　内部統制の構築とキーコントロールの選定
【記載上の留意点】
第１回および第２回で解説した，５類型に基
づき内部統制を構築する。「職務分掌」におけ
る日常的モニタリングが重要なキーコントロー
ルとして選定されるが，特に，「粗利益率分析」
が重要になる。なぜなら，収益認識の単位や価
格の決定に関する異常点は，各取引の粗利益率
の水準に端的に表れると想定されるからである。
当社における今後の「粗利益率分析」では，
各取引の収益性だけにとどまらず，収益認識自
体の妥当性まで踏み込んで検討できるように，
必要情報等の整理や実施者のマインド・チェン
ジを図り，内部統制を構築および整備する方針
をとる。そして，その旨をポジション・ペーパ
ーに明記する。

なお，本連載では，第１回の「変動対価」，
第２回の「一定の期間にわたり充足される履行
義務」，本稿の「別個の財またはサービスか否
かの判定」と「独立販売価格による取引価格の
配分」，それから第４回の「支配移転の一時点
の決定」を，収益認識の５つのステップにより
検討するための基本論点と位置づける。
また，本稿で取り上げた不正リスク，つまり

「収益認識の単位，金額およびタイミングの複
合的な操作」（記載例②③）を考えるうえで，
第４回を含め，基本論点間のつながりにご留意
いただきたい。
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